
市県民税の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）

市県民税の地震保険料控除の創設

市県民税の老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置の終了

所得税から住宅ローン控除を
引ききれなかった方は申告が必要です！
　税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る
場合があります。平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン
控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年
度の市県民税（所得割）から控除できます。
　なお、平成19年以降に入居した場合は、市県民税の住宅ローン控除の適用は
ありませんが、所得税における住宅ローン控除制度の特例が設けられています。
　詳しくは、伊予西条税務署（℡0897－56－3290）へお問い合わせください。

年度間の所得変動に伴う経過措置
平成19年に所得が減って
所得税が課されなくなった方は申告が必要です！
　税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、市県
民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、すでに納
付済の平成19年度分の市県民税から税源移譲により増額となった市県民税相当
額を還付します。

Ｑ２　申告書はどこでもらえるの？
Ａ２　市庁舎本館市民税課、各総合支所税務課、伊予西条税務署に用意しています。なお、平成18年分の確定申告
　　　または年末調整で住宅ローン控除の申告をした方には、１月中に市役所から申告書を送付します。そのため
　　　平成10年以前に入居した方や所得税で住宅ローン控除を引ききった方など、該当しない方にも送付すること
　　　がありますのでご了承ください。
　　　平成19年１月２日以降に西条市に転入された方につきましては、平成18年分の住宅ローン控除の申告状況が
　　　分からないため、申告書を送付できません。該当すると思われる方は、市の担当課までご連絡ください。

Ｑ２　手続きはどうすればいいの？
Ａ２　平成19年１月１日以前から引き続いて西条市に居住されている方で、該当すると思われる方には申告書を６
　　　月末頃に送付しますので、平成20年７月１日から７月31日までに申告書を市庁舎本館市民税課または各総合
　　　支所税務課に提出してください。該当すると思われるのに申告書が届かない方は、市の担当課へご連絡くだ
　　　さい。
　　　平成19年１月２日以降に西条市に転入された方につきましては、前年所得などの状況が確認できないため、
　　　申告書を送付することはできません。申告書の提出先は平成19年１月１日現在において居住する市区町村と
　　　なります。

Ｑ３　申告書はどこでもらえるの？
Ａ３　市庁舎本館市民税課、各総合支所税務課に用意しています。

Ｑ１　手続きはどうすればいいの？
Ａ１　「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が毎年必要です。

Ｑ１　要件は？
Ａ１　次の①②の両方の条件を満たす方です。

市県民税の住宅ローン控除の適用を受ける方で 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法

所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

源泉徴収票を添付して
市庁舎本館市民税課または各総合支所税務課へ提出

平成19年度市県民税の
課税所得金額（課税標準額）
※申告分離課税分を除く。

平成20年度市県民税の
課税所得金額（課税標準額）
※申告分離課税分を除く。

①

②

平成18年分所得税と
平成19年度市県民税の
人的控除の差の合計額

平成19年分所得税と
平成20年度市県民税の
人的控除の差の合計額

Ａの金額がＢの金額を超えている

Ｂの金額がＡの金額を超えている
または

Ａの金額とＢの金額が同額

Ａ Ｂ 条　　　　　件

※平成19年中に亡くなられた方や、海外に転出されて平成20年１月１日現在において国内に居住されていな
　い方は該当しません。
※人的控除とは、扶養控除や寡婦控除などの所得控除のことで、所得税と市県民税では控除の額に差があり
　ます。（例：一般扶養控除　所得税38万円、市県民税33万円ですので、差額は５万円になります）

※提出期限は平成20年３月17日㈪です。お忘れなく。

　損害保険料控除を改めて、地震保険料控除が創設されました。これに伴い、短期損害保険料控除は廃止されます。
　なお、経過措置として、平成18年末までに契約した長期損害保険料控除（保険・共済期間が10年以上で満期返戻金があ
るもの）は、引き続き控除できますが、長期損害保険料控除のみの場合の限度額は、改正前と同額です。

　昭和15年１月２日以前に生まれた方で、前年の合計所得金額が125万円
以下の方に適用されていた経過措置が、平成19年度をもって終了し、平成
20年度から全額課税されます。

長期損害保険料控除 控除限度額

平成19年度までの市県民税

（平成18年分までの所得税）

地震（長期損害）保険料控除

平成20年度からの市県民税

（平成19年分からの所得税）（15,000円）

10,000円

控除限度額

（50,000円）

25,000円

市庁舎本館市民税課　市民税係　　℡0897－52－1317（直通）

東予総合支所税務課　税務第１係　℡0898－64－2700　内線121

丹原総合支所税務課　税務係　　　℡0898－68－7300　内線214

小松総合支所税務課　税務係　　　℡0898－72－2111　内線114

個人市県民税の改正についてのお問い合わせ先
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